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(第 1条 関係 )寒 川町 一般 職 の 職員 の 給与 に関 す る 条例 新 旧対 照表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(初 任 給 及び 昇 給の 基準 等 ) (初 任 給 及び 昇 給の 基準 等 ) 

第 5条  (略 ) 第 5条  (略 ) 

2～ 7 (略 ) 2～ 7 (略 ) 

8  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 年 齢 60歳 に 達

し た 日 以 後 に 在 職 す る 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ に 関 す る 第 5項 の 規 定 の 昇 給 は 、 同 項

に 規 定 す る 期 間 の 全 部 を 特 に 良 好 な 成

績 又 は 極 め て 良 好 な 成 績 で 勤 務 し た 場

合 に 限 り 行 う も の と し 、 昇 給 さ せ る 場

合 の 昇 給 の 号 給 数 は 、 規 則 で 定 め る 基

準 に 従 い決 定 する もの と す る。  

8  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 60歳 に 達 し た

日 後 の 最 初 の 4月 1日 以 後 に 在 職 す る 職

員 に 関 す る 第 5項 の 規 定 の 昇 給 は 、 同 項

に 規 定 す る 期 間 の 全 部 を 特 に 良 好 な 成

績 又 は 極 め て 良 好 な 成 績 で 勤 務 し た 場

合 に 限 り 行 う も の と し 、 昇 給 さ せ る 場

合 の 昇 給 の 号 給 数 は 、 規 則 で 定 め る 基

準 に 従 い決 定 する もの と す る。  

9～ 12 (略 ) 9～ 12 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(期 末 手 当 ) (期 末 手 当 ) 

第 17条  (略 ) 第 17条  (略 ) 

2  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に

100分 の 120を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日 以

前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の

在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 と する 。  

2  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に

100分 の 125を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日 以

前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の

在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 と する 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

3  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 100分 の 120」 と あ る の は 「 100分 の

67.5」 とす る 。  

3  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 100分 の 125」 と あ る の は 「 100分 の 70

＿ 」 と する 。  

4～ 7 (略 ) 4～ 7 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(勤 勉 手 当 ) (勤 勉 手 当 ) 

第 18条  (略 ) 第 18条  (略 ) 

2  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、

任 命 権 者 が 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 つ て

定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る

勤 勉 手 当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超

え て は なら な い。  

2  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、

任 命 権 者 が 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 つ て

定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る

勤 勉 手 当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超

え て は なら な い。  
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(1)  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員

の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ

ぞ れ の 基 準 日 現 在 (退 職 し 、 又 は 死 亡

し た 職 員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は

死 亡 し た 日 現 在 。 次 項 に お い て 同

じ 。 )に お い て 受 け る べ き 扶 養 手 当 の

月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月

額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 100分 の

100を 乗 じて 得 た額 の総 額  

(1)  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員

の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ

ぞ れ の 基 準 日 現 在 (退 職 し 、 又 は 死 亡

し た 職 員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は

死 亡 し た 日 現 在 。 次 項 に お い て 同

じ 。 )に お い て 受 け る べ き 扶 養 手 当 の

月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月

額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 100分 の

105を 乗 じて 得 た額 の総 額  

(2)  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 100

分 の 47.5を 乗 じて 得た 額 の 総額  

(2)  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 100

分 の 50 を 乗 じて 得た 額 の 総額  

3～ 5 (略 ) 3～ 5 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1(第 4条 関係 ) 別 表 第 1(第 4条 関係 ) 

(別 紙 の とお り ) (別 紙 の とお り ) 

別 表 第 2(第 4条 関係 ) 別 表 第 2(第 4条 関係 ) 

(別 紙 の とお り ) (別 紙 の とお り ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 一般 職 の 職員 の 給与 に関 す る 条例 新 旧対 照表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(期 末 手 当 ) (期 末 手 当 ) 

第 17条  (略 ) 第 17条  (略 ) 

2  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に

100分 の 125  を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日

以 前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員

の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に

応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て

得 た 額 とす る 。  

2  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に

100分 の 122.5を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日

以 前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員

の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に

応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て

得 た 額 とす る 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

3  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 100分 の 125」 と あ る の は 「 100分 の

70    」と す る。  

3  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 100分 の 122.5」 と あ る の は 「 100分 の

68.75＿ 」と す る。  

4～ 7 (略 ) 4～ 7 (略 ) 
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～ 略 ～  ～ 略 ～  

(勤 勉 手 当 ) (勤 勉 手 当 ) 

第 18条  (略 ) 第 18条  (略 ) 

2  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、

任 命 権 者 が 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 つ て

定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る

勤 勉 手 当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超

え て は なら な い。  

2  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、

任 命 権 者 が 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 つ て

定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る

勤 勉 手 当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超

え て は なら な い。  

(1)  前 項 の 職 員 の う ち 再 任 用 職 員 以 外

の 職 員  当 該 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額

に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ の 基 準 日 現 在

(退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職 員 に あ つ て

は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 現 在 。

次 項 に お い て 同 じ 。 )に お い て 受 け る

べ き 扶 養 手 当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す

る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 を 加 算 し

た 額 に 100分 の 105  を 乗 じ て 得 た 額

の 総 額  

(1)  前 項 の 職 員 の う ち 再 任 用 職 員 以 外

の 職 員  当 該 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額

に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ の 基 準 日 現 在

(退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職 員 に あ つ て

は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 現 在 。

次 項 に お い て 同 じ 。 )に お い て 受 け る

べ き 扶 養 手 当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す

る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 を 加 算 し

た 額 に 100分 の 102.5を 乗 じ て 得 た 額

の 総 額  

(2)  前 項 の 職 員 の う ち 再 任 用 職 員  当

該 再 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 100

分 の 50  を 乗 じて 得た 額 の 総額  

(2)  前 項 の 職 員 の う ち 再 任 用 職 員  当

該 再 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 100

分 の 48.75を 乗 じて 得た 額 の 総額  

3～ 5 (略 ) 3～ 5 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 3条 関係 )寒 川町 一般 職 の 任期 付 職員 の採 用 等 に関 す る条 例新 旧 対 照表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(給 与 に 関す る 特例 ) (給 与 に 関す る 特例 ) 

第 7条  第 2条 第 1項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定

め て 採 用 さ れ た 職 員 (以 下 「 特 定 任 期 付

職 員 」 と い う 。 )に は 、 次 の 給 料 表 を 適

用 す る 。  

第 7条  第 2条 第 1項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定

め て 採 用 さ れ た 職 員 (以 下 「 特 定 任 期 付

職 員 」 と い う 。 )に は 、 次 の 給 料 表 を 適

用 す る 。  
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号 給  給 料 月 額 (円 ) 

1 376,000 

2 422,000 

3 472,000 

4 533,000 

5 608,000 

6 710,000 

7 830,000 
 

号 給  給 料 月 額 (円 ) 

1 380,000 

2 427,000 

3 477,000 

4 539,000 

5 615,000 

6 718,000 

7 839,000 
 

2～ 5 (略 ) 2～ 5 (略 ) 

(給 与 条 例の 適 用除 外等 ) (給 与 条 例の 適 用除 外等 ) 

第 8条  (略 ) 第 8条  (略 ) 

2  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 2

条 、 第 16条 第 3項 及 び 第 17条 第 2項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 2条 中

「 及 び 勤 勉 手 当 」 と あ る の は 、 「 、 勤

勉 手 当 及 び 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 」

と 、 給 与 条 例 第 16条 第 3項 中 「 管 理 職 手

当 を 支 給 さ れ る 職 員 」 と あ る の は 、

「 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 及 び 寒

川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関

す る 条 例 (平 成 26年 寒 川 町 条 例 第 2号 )第

2条 第 1項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採

用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 17条 第 2

項 中 「 100分 の 120」 と あ る の は 「 100分

の 165」 とす る 。  

2  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 2

条 、 第 16条 第 3項 及 び 第 17条 第 2項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 2条 中

「 及 び 勤 勉 手 当 」 と あ る の は 、 「 、 勤

勉 手 当 及 び 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 」

と 、 給 与 条 例 第 16条 第 3項 中 「 管 理 職 手

当 を 支 給 さ れ る 職 員 」 と あ る の は 、

「 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 及 び 寒

川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関

す る 条 例 (平 成 26年 寒 川 町 条 例 第 2号 )第

2条 第 1項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採

用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 17条 第 2

項 中 「 100分 の 125」 と あ る の は 「 100分

の 175」 とす る 。  

3・ 4 (略 ) 3・ 4 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 4条 関係 )寒 川町 一般 職 の 任期 付 職員 の採 用 等 に関 す る条 例新 旧 対 照表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(給 与 条 例の 適 用除 外等 ) (給 与 条 例の 適 用除 外等 ) 

第 8条  (略 ) 第 8条  (略 ) 
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2  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 2

条 、 第 16条 第 3項 及 び 第 17条 第 2項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 2条 中

「 及 び 勤 勉 手 当 」 と あ る の は 、 「 、 勤

勉 手 当 及 び 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 」

と 、 給 与 条 例 第 16条 第 3項 中 「 管 理 職 手

当 を 支 給 さ れ る 職 員 」 と あ る の は 、

「 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 及 び 寒

川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関

す る 条 例 (平 成 26年 寒 川 町 条 例 第 2号 )第

2条 第 1項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採

用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 17条 第 2

項 中 「 100分 の 125 」 と あ る の は 「 100

分 の 175」と す る。  

2  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 2

条 、 第 16条 第 3項 及 び 第 17条 第 2項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 2条 中

「 及 び 勤 勉 手 当 」 と あ る の は 、 「 、 勤

勉 手 当 及 び 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 」

と 、 給 与 条 例 第 16条 第 3項 中 「 管 理 職 手

当 を 支 給 さ れ る 職 員 」 と あ る の は 、

「 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 及 び 寒

川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関

す る 条 例 (平 成 26年 寒 川 町 条 例 第 2号 )第

2条 第 1項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採

用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 17条 第 2

項 中 「 100分 の 122.5」 と あ る の は 「 100

分 の 170」と す る。  

3・ 4 (略 ) 3・ 4 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(改 正 附 則 ) 

現 行  改 正 案  

 附  則  

(施 行 期 日等 ) 

1 こ の 条例 は 、公 布 の 日 か ら施 行 す

る 。 た だし 、 第 2条 及び 第 4条 の規 定

は 、 令 和 6年 4月 1日 から 施 行 する 。  

2 第 1条の 規 定 (寒 川町 一 般 職の 職 員の

給 与 に 関す る 条例 (以下 「 給 与条 例 」

と い う 。 )第 5条、 第 17条 及 び 第 18条 の

改 正 規 定を 除 く。 以下 同 じ 。 )に よ る

改 正 後 の給 与 条例 の規 定 は 、令 和 5年 4

月 1日 か ら適 用 する 。  

(給 与 の 内払 ) 

3 改 正 後の 給 与条 例の 規 定 を適 用 する

場 合 に おい て は、 第 1条 の 規 定に よ る

改 正 前 の給 与 条例 の規 定 に 基づ い て支

給 さ れ た給 与 は、 改正 後 の 給与 条 例の

規 定 に よる 給 与の 内払 と み なす 。  

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


